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お知らせお知らせ
今年も開催！
市民協働フェスティバル�
「 ま ち カ フ ェ ！ 」
　市内を中心に活躍するＮＰＯ法人、
市民活動団体などが一堂に集うイベ
ント、市民協働フェスティバル「まち
カフェ！」を、１１月下旬～１２月に開
催します。会場を市庁舎・市内で分散
し、オンラインでも開催予定です。企
画・運営は、参加団体と企画・運営ボ
ランティアが参加する実行委員会が
主体となって進めます。
　「まちカフェ！」に出展する団体、
企画・運営ボランティア、イベントを
支える協賛団体を募集しています。
不明な点は、お問い合わせください。
申団体名（団体として参加する場合）
・氏名・電話番号・Ｅメールアドレス

を明示し、電話またはＥメールで５月
１４日までに「まちカフェ！」実行委員
会事務局〔町田市地域活動サポート
オフィス内〕（☎☎７８５・４８７１遍ｉｎｆｏ＠
ｍａｃｈｉｄａ－ｓｕｐｐｏｒｔ．ｏｒ．ｊｐ）へ。
問市民協働推進課☎☎７２４・４３６２
大地沢青少年センター
１１月分の利用受付開始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申５月１日午前８時３０分から電話で
同センター（☎☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※１１月２日、４日、９日、１６日、２４日、
３０日は利用できません。
せせらぎの里　町田市自然休暇村
１１月分の利用受付開始
対市内在住、在勤、在学の方とその同

行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申５月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）
※初日の午後１時までの受付分は抽
選（自然休暇村ホームページで受付
分も含む）、午後１時以降は申し込み
順に受け付けます。詳細は自然休暇
村（☎☎０２６７・９９・２９１２）へお問い合
わせいただくか、自然休暇村ホーム
ページの空室情報をご覧ください。
※１１月９日、１０日、１３日は利用でき
ません。

催し・講座催し・講座
　参加の際は、検温・手洗い・マス
ク着用などの感染症対策をお願い
します。

町田新産業創造センター　創業・起
業に関する
相談会・オンラインセミナー

【町田創業～ファーストステップ相
談会】
　専門家が創業をサポートします。
日５月１５日㈯午後１時～５時（１人１
時間）
申参加希望日の前日正午までに同セ
ンターホームページで申し込み。

【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
　創業に必要な知識の習得を目的と
したＺｏｏｍミーティングでのオン
ラインセミナーです。
日①５月１３日㈭午後２時～３時②５月
１３日㈭午後３時１５分～４時１５分③５
月２６日㈬午後２時～３時④５月２６日
㈬午後３時１５分～４時１５分
内①経営～補助金にも活用できる！
０からわかる事業計画②財務～徹底
攻略！収支計画　和菓子屋を黒字化
できるか？（収支計画の作成が初め
ての方の参加も可）③人材育成～怒
りで失敗しない！経営者のためのア
ンガーマネジメント④販路開拓～０
から始めるＷｅｂサイト　知らない
とマズイ！サイトの基本とよくある
トラブル（ＩＴ初心者向け）
講①クレドパートナー・岡田勇雄氏
②（株）ウィルパートナーズ・辺見香
織氏③こころサロン創・佐瀬りさ氏
④（株）ウィルパートナーズ・馬場郁
夫氏
定各３０人（申し込み順）
申参加希望日の前日午後
５時までに、同センター
ホームページで申し込み。

◇
対創業予定の方、創業して間もない
方等
場同センター
問同センター☎☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎☎７２４・２１２９

市税の納税通知書の発送と減免等のお知らせ

福祉に関する身近な相談相手

５月１２日は民生委員・児童委員の日
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７

市民税・都民税課税（非課税）証明書を発行します
問市民税課☎☎７２４・２８７４

　２０２１年度の納税通知書・税額通
知書を右表のとおり発送します。納
期限までに納付をお願いします。
※納税通知書到着後から１週間程度
は、窓口が大変混み合いますのでご
注意ください。
問個人の市・都民税について＝市民
税課☎☎７２４・２１１４、２１１５、法人市民
税について＝市民税課☎☎７２４・
３２７９、軽自動車税について＝市民
税課☎☎７２４・２１１３、固定資産税・都
市計画税について＝資産税課☎☎７２４
・２１１６（土地）、２１１８（家屋）、２１１９
（償却資産）、口座振替について＝納
税課☎☎７２４・２１２１

　民生委員は、厚生労働大臣から
委嘱された非常勤の地方公務員
で、任期は３年です。児童委員を兼
ねていて、地域に暮らす身近な相
談相手として、高齢での暮らしや
健康に関する不安、ご自身や家族
の医療・介護に関する相談、子育て
の心配ごとなど、福祉に関するさ
まざまな相談に応じています。
　また、市の関係窓口や社会福祉
協議会、児童相談所などの関係機
関と連携し、相談内容に応じて、適
切な福祉サービスが受けられるよ
う「地域の方々と行政を繋

つな

ぐパイ

プ役」としても活動しており、子ど
もの問題を専門に担当する主任児
童委員も活動しています。
　民生委員・児童委員には法律に
より守秘義務が課されており、活
動上で知った個人のプライバシー
は厳守します。守秘義務は委員を
退任した後も課されますので、安
心してご相談ください。
　民生委員・児童委員はそれぞれ
担当地域を持って活動していま
す。お住まいの地域を担当する民
生委員・児童委員は、福祉総務課に
お問い合わせください。

　次の日程で、今年度の市民税・都
民税課税（非課税）証明書を発行し
ます。
①給与から市・都民税が差し引か
れる方＝５月１８日以降
②個人で納付する額がある方＝６
月１日以降
③６５歳以上（４月１日時点）で公的
年金に係る雑所得がある方＝６月
１４日以降
※①と②を併せて納付される方は
６月１日以降、①または②により納
付される方でも③に該当する方は
６月１４日以降の発行になります。
マイナンバーカードをお持ちの方
は、６月１４日以降にコンビニエン
スストアでの証明書自動交付サー
ビスがご利用いただけます。
※新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から、所得税確定申告の

期限が４月１５日に延期されまし
た。延期後（３月１６日以降）に申告
した場合、今回お知らせする証明
書発行開始日に申告内容の反映が
間に合わない場合があります。
発行場所市民課（市庁舎１階）、市
民税課（市庁舎２階）、各市民セン
ター、各連絡所
費１通につき３００円（コンビニエ
ンスストアでの自動交付サービス
を利用の場合は１５０円）
【本人確認書類をお持ちください】
　証明書交付申請のために窓口に
来られる方は、下表の本人確認書
類をお持ちください。
　本人に代わって請求する場合は
委任状等の書面が必要です。代理
で窓口に来庁する方も本人確認書
類をお持ちください。

市税のお支払いが困難な方は早めのご相談を� 問納税課☎☎７２４・２１２１
　災害や病気等やむを得ない理由（新型コロナウイルス感染症の影響による相当の収入減少を
含む）で市税の支払いが困難な方には、事情に応じた納税相談を実施しています。納税通知書が
届きましたら、お早めにご相談ください。

スマホで！ 自宅で！ 簡単納付！� 問納税課☎☎７２４・２１２１
　スマートフォンを利用してキャッシュレスで市税の納付がで
きます。詳細は町田市ホームページをご覧いただくか、お問い合
わせください。

個人の市･都民税 法人市民税 軽自動車税（種別割） 固定資産税・都市計画税

発送日

6月1日
・65歳以上の公的年金所得のあ
る方＝6月14日
・給与差し引きの方＝5月18日
に税額通知書を勤務先へ送付

－ 5月11日（※３） 4月30日（※５）

納期限 第1期納期限＝6月30日 － 5月31日 第1期納期限＝5月31日

減免制度
（※１）

①生活保護法の規定による保護
を受けている方
②災害で住宅や家財に損害を受
けた方　等

収益事業を行
っていない公
益社団法人及
び公益財団法
人等（※２）

身体や精神に障がい
のある方が使用する
軽自動車等で、障がい
の程度が一定の要件
に該当する場合（※4）

①集会所や福祉施設、また一般に開放された遊び
場や公園等、公益のために専用する固定資産（有料
で利用するものは除く）
②災害等により価値を著しく減じられた固定資産
③生活保護法により生活扶助を受けている方など
の固定資産

※１　各税目の納期限までに申請が必要です。申請を希望する方は納付前にご相談ください。
※２　該当すると思われる法人には、個別にご案内します。
※３　5月18日までに届かない場合は、市民税課諸税証明係（☎☎724・2113）へご連絡ください。
※4　�減免可能な台数は、普通自動車、軽自動車、二輪車及び原動機付自転車等を含めて、いずれか１台限りです。� �

福祉事業に専用する車両等についても、減免となる場合があります。手続きに関する詳細は、町田市ホームページをご覧ください。
※５　5月13日までに届かない場合は、資産税課管理係（☎☎724・2530）へご連絡ください。

本人確認書類　（①は1点、②は2点、または②1点＋③1点で確認）

①
運転免許証等官公署発行の免許証もしくは資格証明書（写真付き）、マイナンバ
ーカード（写真付き）、旅券、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カー
ド（写真付き）、身体障害者手帳、療育手帳など

②
健康保険証、各種年金証書及び年金手帳、住民基本台帳カード(写真無し)、生活
保護受給証明書、地方公共団体交付の敬老手帳、①の書類が更新中に交付され
る仮証明書や引換書類、本人宛て納税通知書など

③ 学生証、法人が発行した身分証明書、キャッシュカードなど


